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国道１６号 町田立体鋼製橋脚（その９）工事
において「間接工事費実績変更方式」、 「見積りを活用する積算方式」 、
「難工事指定」を試行します
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昨今、工事発注において予定価格超過や入札参加者がいない理由により、入札のとりやめ

や不調となる工事が相次いでいることから不調不落対策を施行しています。

今回発注する「国道１６号 町田立体鋼製橋脚（その９）工事」については、これまでに手

続きを実施した同様の工事が不調となっており、標準的な積算と当該現場の見積り（実勢価

格）に乖離が生じていると考えられることから、以下の試行を行います。

①「間接工事費実績変更方式」

本工事は、交通量が多い国道１６号上を交通規制しながら工事を実施する必要があり、ま
た、東名高速道路横浜町田ＩＣと近接していることから、警察等の協議などの要因により、
施工日数、施工時間帯など標準的な積算と施工実績に乖離が予想されるので、その妥当性を
確認のうえ実績により共通仮設費（率分）について実績で変更する「間接工事費実績変更方
式」を採用します。

②「見積りを活用する積算方式」

本工事は、交通量が多い国道１６号上を交通規制しながらの工事であり、狭小な施工ヤー
ドで行う工事であることから作業効率が低下することが懸念されるため、入札参加者から見
積りの提出を求め、その価格の妥当性を検証の上、予定価格に反映するものです。見積は、
標準的な積算との剥離が予想される直接工事費のうちＰ１１鋼製橋脚「梁架設」のみとして
います。

③「難工事指定」

本工事は、通常の工事と比較して施工条件が厳しく作業効率が悪い工事を一定以上の工事
成績で完成させた場合に、「難工事施工実績評価対象工事（試行）」において、総合評価項
目に「難工事施工実績あり」として加点対象とする「難工事指定」の試行対象工事とします。
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《工事概要》

（１）工 事 名 ：国道１６号 町田立体鋼製橋脚（その９）工事

（２）工事場所 ： 東京都町田市鶴間地先

（３）工 期 ：契約の翌日から平成２５年３月まで（予定）

（４）入札方式 ：一般競争入札 総合評価落札方式（標準Ⅱ型：施工体制確認型：地域密着工事型）

（５）工事種別 ：綱橋上部工事 （Ａ等級）

（６）工事内容（概要）：本工事は、国道１６号町田立体事業において、鋼製橋脚架設等の
施工を行うものである。

P11鋼製橋脚 １基（製作・架設）

工場製作工 1式
工場製品輸送工 1式
鋼製橋脚架設工 1式

（７）間接工事費実績変更方式

共通仮設費（率分）のうち、運搬費、安全費及び営繕費

（８）見積りを活用する積算方式

直接工事費のうちＰ１１鋼製橋脚 梁架設のみ

（９）間接工事費を実績により変更を行う理由、及び見積りの提出を求める理由
本工事は、国道１６号町田立体事業において、鋼製橋脚架設等の施工を行うものである。
本工事は自動車や歩行者等の交通量が多い市街地の区間で国道１６号を交通規制しなが
ら工事を行う必要があり、また東名高速道路横浜町田ＩＣとも近接し、狭小な施工ヤー
ドで行う工事であることから、作業効率の低下が懸念され標準的な積算と実勢価格に乖
離が生じることが考えられるため「間接工事費を実績により変更を行う方式」及び「見
積りを活用する積算方式」を試行するものです。

（10）スケジュール
○入札公告：平成２４年２月 ７日
○入 札 日：平成２４年３月１６日
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